
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
百
四
十
七
号

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
告
示
第
二
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



二
頁

改

正

後

改

正

前

二

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
の
内
容
に
関
す
る
事
項

二

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
の
内
容
に
関
す
る
事
項

［
⑴
～
⑶

略
］

［
⑴
～
⑶

同
上
］

⑷

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業

⑷

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業

法
附
則
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業
」
は
、
電
気
通
信
事

法
附
則
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業
」
は
、
電
気
通
信
事

業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
行
う
も
の
と

業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
行
う
も
の
と

し
、
当
該
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

し
、
当
該
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
ア

略
］

［
ア

同
上
］

イ

「
特
定
電
気
通
信
設
備
」

イ

「
特
定
電
気
通
信
設
備
」

設
備
等
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
ア
の
施
設
に
設
置
す
る
も
の
を
い
う
。

設
備
等
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
ア
の
施
設
に
設
置
す
る
も
の
を
い
う
。

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条

の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
流
通
円
滑
化
設
備
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規

二
十
六
号
）
附
則
第
十
五
条
第
四
十
六
項
に
規
定
す
る
対
象
特
定
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
法
附
則

定
す
る
助
成
金
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
助
成
金
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
。

そ
の
際
、
設
備
等
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
主
と
し
て
当
該
電
気
通
信
設
備
が
設
置

さ
れ
る
都
道
府
県
又
は
当
該
都
道
府
県
に
隣
接
す
る
都
道
府
県
に
お
い
て
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者

に
そ
の
提
供
を
行
う
た
め
の
も
の
」
と
は
、
当
該
電
気
通
信
設
備
の
記
憶
装
置
の
容
量
の
過
半
が
、
安
定

的
に
当
該
電
気
通
信
設
備
が
設
置
さ
れ
る
都
道
府
県
又
は
当
該
都
道
府
県
に
隣
接
す
る
都
道
府
県
（
設
備

等
省
令
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
東
京
圏
を
除
く
。）
に
お
い
て
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
利

用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

［
ウ
～
オ

略
］

［
ウ
～
オ

同
上
］

三

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

三

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

［
⑴
～
⑷

略
］

［
⑴
～
⑷

同
上
］

⑸

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業

⑸

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業
の
実
施
に
当
た
り
実
施
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業
の
実
施
に
当
た
り
実
施
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は

、
実
施
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

、
実
施
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

ア

当
該
実
施
計
画
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
が
設
備
等
省
令
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に

ア

当
該
実
施
計
画
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
が
設
備
等
省
令
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に

該
当
す
る
か
の
別
（
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
複
製
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た
特
定
電
気
通
信

該
当
す
る
か
の
別
（
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
複
製
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た
特
定
電
気
通
信

設
備
が
設
置
さ
れ
る
地
域
を
、
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
電
気
通
信
設
備
の
利
用
を
想
定

設
備
が
設
置
さ
れ
る
地
域
も
記
載
す
る
こ
と
。）

す
る
者
の
居
住
又
は
所
在
す
る
都
道
府
県
・
市
町
村
名
及
び
そ
の
利
用
率
を
、
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。）

［
イ
・
ウ

略
］

［
イ
・
ウ

同
上
］

エ

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
附
則
第

エ

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二

十
一
条
第
四
十
四
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
（
同
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
同
号
に

十
八
条
の
八
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
（
同
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
同
号
に
規
定
す

規
定
す
る
地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業
の
用
に
供
す
る
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
合
計
額
も

る
生
産
等
設
備
の
取
得
価
額
の
合
計
額
も
記
載
す
る
こ
と
。）

記
載
す
る
こ
と
。）



三
頁

四

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
の
実
施
に
際
し
配
慮
す
べ
き
重
要
事
項

四

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
の
実
施
に
際
し
配
慮
す
べ
き
重
要
事
項

［
⑴
～
⑷

略
］

［
⑴
～
⑷

同
上
］

⑸

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業

⑸

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業

事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
地
域
の
振
興
又
は
整
備
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該

事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
地
域
の
振
興
又
は
整
備
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該

地
域
の
特
性
等
を
踏
ま
え
、
当
該
地
域
の
経
済
に
貢
献
す
る
事
業
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

地
域
の
特
性
等
を
踏
ま
え
、
当
該
地
域
の
経
済
に
貢
献
す
る
事
業
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
設
備
等
省
令
第
二
条
に
定
め
る
地
域
内
に
お
け
る
均
衡
的
な
特
定
電
気
通
信
設
備
の
設
置
に
資
す

ま
た
、
設
備
等
省
令
第
二
条
に
定
め
る
地
域
内
に
お
け
る
均
衡
的
な
特
定
電
気
通
信
設
備
の
設
置
に
資
す

る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
地
域
内
に
お
け
る
情
報
流
通
の
促
進
に
よ
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
情
報
の
円
滑
な
流
通
の
確
保

に
資
す
る
た
め
、
特
定
電
気
通
信
設
備
の
設
置
地
域
の
近
傍
に
お
け
る
利
用
の
利
点
を
適
切
に
情
報
提
供
す

る
な
ど
、
地
域
内
に
お
け
る
利
用
の
促
進
に
配
慮
す
る
こ
と
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


